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平成２５年度 第１回 山梨県森林審議会 次第 

 

                                          日 時：平成２５年１０月２８日（月） 

                                                   午後１：００～３時００分 

                                            場 所：恩賜林記念館２F 大会議室 

 

 

  １ 開 会 

 

  ２ 森林環境部 林務長あいさつ 

 

 ３ 職員紹介 

 

 ４ 会長あいさつ 

 

５ 議 事 

（諮問事項) 

第１号議案 山梨東部地域森林計画の樹立について 

第２号議案 富士川上流及び富士川中流地域森林計画の変更について 

（説明事項） 

特定間伐等の実施の促進に関する基本方針（案）について 

 

６ その他 

 

７ 閉会 



(任期：H24.10.1～H26.9.30）
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山 梨 県 森 林 審 議 会 運 営 規山 梨 県 森 林 審 議 会 運 営 規山 梨 県 森 林 審 議 会 運 営 規山 梨 県 森 林 審 議 会 運 営 規 則則則則 

 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、森林法（昭和26年法第 249号）第６８条第１項の規定により設置  

 された山梨県森林審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し、必要な事項を      

定めるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議は、知事から諮問があったとき、又は会長が必要と認めるときに会

   長が招集する。 

（議 長） 

第３条 会議の議長は、会長がこれにあたる。 

第４条 会長に事故あるときは、会長代行がこれにあたる。 

（会議の成立） 

第５条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（決 定） 

第６条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

   による。 

（議事録） 

第７条 会議の議事については、議事録を作成し、保存しなければならない。 

    ２ 前項の議事録には、出席した委員で議長が指名した委員２名が署名しなければな 

  らない。 

（部 会） 

第８条 審議会に、次の部会を置く。 

      森林保全部会 

    ２ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。 

    ３ 部会に属すべき委員は７名以内とし、審議会の委員の内から会長が指名する委員 

  をもって充てる。 

    ４ 部会は、知事の諮問に応じて、部会長が招集する。 

    ５ 会議の議長は、部会長があたる。 

    ６ 審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもって審議会の決議とするこ 

  とができる。 

        この場合において決議した事項は、次の審議会に報告しなければならない。 

（顧 問） 

第９条  会議の助言を受けるため、これを置くことが出来る。 

（事務局） 

第１０条 審議会の事務局は、森林環境部森林整備課に置く。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定

    める。  

 



附 則   この規則は、平成３年９月１７日から施行する。 

            

附 則   山梨県森林審議会運営規則第８条第６項で森林審議会が特に定めた事項 

    (1) 森林における開発行為の許可に関する事項 

    (2) 保安林の指定および指定の解除に関する事項 

    (3) 知事が定める松くい虫被害対策に関する事項 

 この規則は、平成１４年１０月１７日から施行する。  

 

 

 

 


	00_資料一覧
	01_次第
	02_名簿
	03_座席表
	04_運営規則
	1/2
	2/2


